
介護新聞 2010年 7月 15日 
＜介護職員の医療行為実施へ 厚労省検討会が初会合＞ 
◎対象範囲、要件、研修 在り方など論点示す 
早ければ来年法案提出も 
厚生労働省は在宅・施設介護職員などによる一定の医療行為実施に向け、「介護職員等に 
よるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」初会合を開いた。今月中 
に 2回、検討会を開催し、8月に中間整理を行う。長妻昭厚労相は同検討会の議論を踏まえ、 
早ければ 23年通常国会に法案を提出する考えを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現在、同省は特養介護職員や特別支援学校教員にたん吸引・一部経管栄養を容認し、 
ヘルパー業務には位置付けない形で利用者がヘルパー個人に依頼した場合のたん吸引も 
認めている。今回設置した検討会では、より幅広い在宅・施設介護職員などの一部医療 
行為実施や必要な法整備、研修体制を議論するのが目的。 
 同省が初会合で提示した、介護職員などによるたん吸引等を認める場合に考えられる 
主な論点は、 
▼対象範囲 
▼医師・看護職員と介護職員等との連携体制確保等要件 
▼研修の在り方 
▼試行事業の在り方。 
対象範囲では実施可能なたん吸引・経管栄養の範囲、介護職員等の範囲、介護施設や 
居宅、障害者施設、特別支援学校など場所の範囲を挙げた。 
 8月 9日の同検討会で中間整理を行うため、22、29日に法制度や研修の在り方などを 
議論。中間整理を経て、試行事業に取り組む考えだ。 


